
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

（参考）　中心経営体
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矢部地区 令和2年5月19日 令和2年5月19日

到達 柑橘 0.1 柑橘 0.1

18人 13.6 14.4

到達 柑橘 1.5 柑橘 1.7

到達 柑橘 0.55 柑橘 0.55

到達 柑橘 0.075 柑橘 0.075

到達 柑橘 0.7 柑橘 0.7

到達 その他 0.7 その他 0.7

到達 柑橘 0.7 柑橘 1.2

到達 柑橘 0.7 柑橘 0.7

到達 柑橘 0.4 柑橘 0.4

到達 - - - -

到達 柑橘 0.87 柑橘 0.87

認農 柑橘、野菜、その他 1.185 柑橘、野菜、その他 1.285

到達 柑橘 0.5 柑橘 0.5

認農 柑橘 1 柑橘 1

認農 施設 0.22 施設 0.22

認農 柑橘 2 柑橘 2

認農 柑橘 0.15 柑橘 0.15

認農 柑橘、その他 2.25 柑橘、その他 2.25

属性
農業者

（氏名・名称）

現状 今後の農地の引受けの意向

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積
農業を営む範
囲

・今後、地区の更なる高齢化、後継者不足が見込まれるため、担い手の確保が必要である。
・地区が第一種風致地区に指定されているため、観光農業形式による営農や地区内の農業用施設の設置に制限
がある。

　

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

地区内の農地は、土地改良区が定める農地利用規程に基づき、土地改良区理事会の承認を経て農地の集約化
を進めていく。

　　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 2.9ｈａ

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 0.8ｈａ

（備考）

①地区内の耕地面積 66.3ｈａ

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 33.2ｈａ

③地区内における75才以上の農業者の耕作面積の合計 3.7ｈａ

実質化された人・農地プラン

市町村名 対象地区名（地区内集落名） 作成年月日 直近の更新年月日

静岡市



４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（参考）　農地の貸付け等の意向（任意記載事項）

1

計
- 15,446 - -

15,446 - -

農地中間管理機構の活用方針
地区内の農地を将来の担い手に集約化するため、農地所有者は出し手・受け手にかかわらず、原則として土地改
良区に申し出をする。土地改良区は、機構を通じて中心経営体への貸付けを進めていく。

鳥獣被害防止対策の取組方針
多面的機能発揮促進事業を活用した地区外周部緩衝帯の維持管理、静岡市の補助事業を活用した鳥獣害防止
柵設置により地区内の鳥獣害防止対策に取り組む。

農地の所在（地番）
貸付け等の区分（㎡）

貸付け 作業委託 売渡


